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１００配当金８０

２０

現 金

源泉税等
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論壇
Ⅰ
�
日
中
台
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
に
お
け

る
市
場
の
自
由
化
と
障
壁
撤
廃

�

中
国
と
台
湾
間
の
２
０
１
０
年

６
月
海
峡
経
済
協
力
枠
組
み
協
議

（
Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
）
の
意
義

ア
ジ
ア
各
国
が
Ｆ
Ｔ
Ａ
／
Ｅ
Ｐ
Ａ

を
締
結
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
・
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
＋
３
等
で
ブ
ロ
ッ
ク
化
が
進
む

な
か
、
台
湾
は
台
中
関
係
の
経
済
・

貿
易
関
係
強
化
を
目
的
と
し
て
、

２
０
１
０
年
６
月
に
海
峡
両
岸
経
済

協
力
枠
組
み
協
議
（
協
定
と
も
表
記

Ｅ
Ｃ
Ｆ
Ａ
）を
締
結
し
た
。双
方
は
、

世
界
貿
易
機
構
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
基
本

原
則
に
基
づ
き
、
双
方
間
の
貿
易
と

投
資
の
障
害
を
軽
減
ま
た
は
除
去

し
、
公
平
な
貿
易
と
投
資
環
境
を
創

造
し
、
両
岸
に
お
け
る
経
済
繁
栄
と

発
展
に
プ
ラ
ス
と
な
る
協
力
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
同
意
し
て

い
る
（
同
協
議
の
序
言
）。

法
令
の
明
確
な
公
表
を
求
め
る
透

明
性
条
項
の
不
在
、
内
国
民
待
遇
の

制
限
な
ど
と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
る

「
日
中
投
資
保
護
協
定
」
に
比
べ
、

両
岸
に
お
け
る
貿
易
・
関
税
障
壁

は
、
極
め
て
低
く
な
っ
て
い
る
。

�

日
本
と
台
湾
間
の
２
０
１
１
年
９

月
日
台
民
間
投
資
取
決
め
の
意
義

日
本
と
台
湾
の
間
で
「
投
資
の
自

由
化
、
促
進
及
び
保
護
に
関
す
る
相

互
協
力
の
た
め
の
亜
東
関
係
協
会
と

財
団
法
人
交
流
協
会
と
の
間
の
取
り

決
め
」（
略
称
：
日
台
民
間
投
資
取
決

め
）
が
２
０
１
１
年
９
月
２２
日
に
調

印
さ
れ
た
。
今
後
、
両
国
の
関
税
、

サ
ー
ビ
ス
業
、
人
、
物
及
び
資
本
の

流
通
な
ど
に
つ
い
て
継
続
交
渉
に
寄

与
す
る
で
あ
ろ
う
。
日
台
民
間
投
資

取
決
め
に
基
づ
き
、
台
湾
は
実
際
に

自
由
市
場
を
日
本
企
業
と
投
資
家
に

提
供
し
て
い
る
。
取
決
め
前
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
本
取

決
め
調
印
後
、
今
後
一
層
経
済
・
貿

易
・
投
資
の
協
力
関
係
が
強
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
大
な
意

義
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

台
湾
市
場
は
、
日
本
産
業
の
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
「
予
備
基
地
」
と

し
て
適
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
中

国
大
陸
へ
の
企
業
進
出
の
た
め
の

「
中
継
基
地
」
と
し
て
そ
の
役
割
を

ま
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

台
湾
で
、
人
脈
と
言
語
と
風
習
を
活

用
し
、
投
資
リ
ス
ク
を
ヘ
ッ
ジ
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

�

日
本
台
湾
租
税
協
定
締
結
の
推

進
運
動

台
湾
へ
の
投
資
お
よ
び
台
湾
で
の

事
業
を
展
開
し
て
い
る
人
々
と
企
業

は
、
日
本
と
台
湾
間
の
租
税
協
定
を

締
結
す
る
よ
う
に
長
年
に
わ
た
り
求

め
て
い
る
。
参
照
、
た
と
え
ば
、「
馮

寄
台
・
駐
日
代
表
が
小
椋
和
平
・
台

北
市
日
本
工
商
会
理
事
長
と
会
見
」

（
２
０
０
９
年
１１
月
１９
日
）。

二
重
課
税
の
排
除
が
そ
の
主
た
る
理

由
で
あ
る
。
租
税
協
定
が
情
報
提
供

の
た
め
の
行
政
共
助
規
定
を
設
け
る

こ
と
は
、
双
方
の
財
務
省
に
と
っ
て

も
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
外
務
省
は
締

結
の
た
め
の
予
算
を
計
上
し
て
い
る
。

�

日
本
の
国
内
法
を
修
正
？

日
中
租
税
条
約
は
地
理
的
適
用
対

象
か
ら
香
港
及
び
台
湾
ら
を
除
外
し

て
い
る
。
一
方
、
香
港
は
２
０
０
９

年
４
月
に
Ｇ
２０
金
融
サ
ミ
ッ
ト
で

「
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
」
の
ブ
ラ
ッ

ク
リ
ス
ト
入
り
が
議
論
さ
れ
た
こ
と

な
ど
を
受
け
、
２
０
１
０
年
１
月
に

改
正
税
務
条
例
が
発
効
し
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
国
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
な
ど

と
相
次
い
で
租
税
協
定
を
結
ん
で
い

る
。
２
０
１
０
年
３
月
に
日
本
と
香

港
の
間
で
２
重
課
税
回
避
と
脱
税
防

止
を
目
的
に
し
た
日
港
租
税
協
定
が

基
本
合
意
さ
れ
た
。
日
本
香
港
租
税

協
定
（
２
０
１
０
年
１１
月
９
日
締
結
）

で
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
税
務
当
局

に
よ
り
原
則
２０
％
が
課
税
さ
れ
て
き

た
が
、
こ
れ
が
配
当
で
最
高
５
％
、

利
子
で
最
高
１０
％
に
軽
減
さ
れ
る
。

「
租
税
条
約
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
を
ウ

エ
ッ
ブ
で
検
索
す
る
と
「
日
香
港
特

別
行
政
区
租
税
協
定
（
２
０
１
０
年

署
名
・
２
０
１
１
年
発
効
）」
を
確

認
で
き
る
。
他
方
、
台
湾
は
、
日
本

と
の
あ
い
だ
で
租
税
協
定
を
締
結
し

よ
う
と
幾
度
も
提
案
し
て
い
る
。
し

か
し
、「
進
め
な
い
理
由
は
、
政
治
の

原
因
で
す
。
所
謂
日
本
と
台
湾
の
間

に
外
交
関
係
が
な
い
た
め
、
も
し
台

湾
と
租
税
協
定
を
結
ぶ
場
合
、
日
本

の
国
内
法
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
そ
う
で
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
台
湾
は
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
、
ベ
ト

ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
の
ほ

か
、
オ
ラ
ン
ダ
、
英
国
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

イ
ス
ラ
エ
ル
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
フ
ラ

ン
ス
な
ど
と
の
あ
い
だ
で
二
重
課
税

防
止
条
約
を
締
結
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
締
約
相
手
国
は
い
ず
れ
も
中
国

政
府
と
国
交
を
樹
立
し
て
い
る
諸
国

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
締
約
相
手
国

は
、
中
国
と
の
外
交
関
係
に
拘
わ
ら

ず
、
台
湾
と
の
あ
い
だ
で
租
税
条
約

を
締
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
政
治
的
情
勢
に
照
ら
し
、
日

本
国
が
台
湾
と
の
あ
い
だ
で
二
重
課

税
防
止
条
約
を
締
結
で
き
な
い
理
由

は
、
存
し
な
い
。
さ
ら
に
、
日
本
の

国
内
法
が
日
台
租
税
協
定
を
阻
ん
で

い
る
わ
け
で
は

な

い
。
現

に
、

１
９
９
０
年
９
月
４
日
に
日
本
国
は

台
湾
と
の
あ
い
だ
で
海
運
と
航
空
に

関
す
る
租
税
協
定
を
締
結
し
て
い

る
。

�
�
日
本
台
湾
租
税
協
定
の
提
言

①

日
本
台
湾
租
税
協
定
は
原
則
と

し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
租
税
条
約
モ
デ
ル
に

準
じ
て
締
結
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
ご
と
く

そ
の
特
例
条
項
を
考
慮
す
べ
き
で
あ

る
と
思
料
す
る
。

②

ま
ず
、
日
米
租
税
条
約
に
準
じ

て
、
日
台
租
税
協
定
は
ロ
イ
ヤ
ル
テ

ィ
、
配
当
、
利
子
に
つ
い
て
の
規
定

を
定
め
る
の
が
よ
い
。
双
方
に
お
け

る
投
資
を
容
易
に
し
う
る
た
め
で
あ

る
。
台
湾
が
締
結
し
て
い
る
二
国
間

租
税
条
約
に
よ
れ
ば
、
配
当
５
〜
１５

％
（
未
締
結
国
の
場
合
２０
〜
３０
％
）、

利
子
１０
〜
１５
％
（
未
締
結
国
２０
％
）、

ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
１０
〜
１５
％
（
未
締
結

国
２０
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

台
湾
の
投
資
会
社
か
ら
日
本
の
投

資
者
に
配
当
す
る
際
に
、
２０
％
の
源

泉
徴
収
を
行
う
が
、
日
本
に
て
外
国

税
額
控
除
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な

い
。
こ
の
２０
％
を
租
税
協
定
に
よ
っ

て
引
き
下
げ
る
わ
け
で
あ
る
。

③

さ
ら
に
、
台
湾
で
の
投
資
収
益

を
日
本
国
内
へ
還
流
し
や
す
く
す
る

環
境
を
整
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
原

則
と
し
て
、
日
本
で
は
、
外
国
子
会

社
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
が
２
０
０
９
年
３
月
３１
日

に
公
布
さ
れ
、
外
国
子
会
社
か
ら
受

け
る
配
当
等
に
つ
い
て
益
金
不
算
入

制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
外
国
子
会
社

か
ら
受
取
っ
た
配
当
金
（
み
な
し
配

当
を
含
む
）
の
９５
％
に
つ
い
て
益
金

の
額
に
算
入
さ
れ
な
い
制
度
（
法
法

２３
の
２
、
改
正
法
附
則
６
、
法
令
２２

の
３
、
法
規
８
の
５
、
法
法
３９
の
２
、

改
正
法
附
則
１０
、
法
法
６９
�
、
法
令

１
４
２
の
３
�
）。に
照
ら
し
、
二
重

課
税
を
調
整
す
る
租
税
条
約
規
定
が

必
要
で
あ
る
。

具
体
的
な
特
例
措
置
は
、
外
国
会

社
益
金
不
算
入
規
定
の
適
用
要
件
と

し
て
、
外
国
子
会
社
に
対
す
る
持
株

割
合
を
１０
％
以
上
と
す
る
規
定
を
設

け
る
（
同
旨
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
）。

例
解
し
て
お
こ
う
。

外
国
子
会
社
の
支
払
っ
た
配
当
金

（
み
な
し
配
当
を
含
む
）
の
９５
％
に

つ
い
て
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い

（
法

法
２３
条

の
２
、
法

令
２２
の
４

�
）。上

記
の
取
引
で
あ
れ
ば
、
配
当
金

１
０
０
の
内
、
９５
に
つ
い
て
益
金
に

算
入
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て
、
配
当

金
の
５
％
相
当
部
分
に
つ
い
て
は
日

本
親
会
社
の
も
と
で
法
人
税
の
計
算

に
お
い
て
益
金
に
算
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
配
当
支
払
い
時
の
源
泉

税
等
２０
に
つ
い
て
も
損
金
に
算
入
さ

れ
ず
（
法
法
３９
条
の
２
）、直
接
外
国

税
額
控
除
の
対
象
に
も
な
ら
な
い

（
こ
の
外
国
子
会
社
か
ら
受
け
る
配

当
等
に
つ
い
て
益
金
不
算
入
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
間
接
外

国
税
額
控
除
制
度
は
適
用
で
き
な

い
）
の
で
、
投
資
家
は
、
源
泉
税
２０

％
の
他
に
５
％
に
対
す
る
法
人
税
等

を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仮
に
租
税
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て

支
払
配
当
金
に
対
す
る
源
泉
税
が

５
％
の
場
合
、
投
資
家
の
負
担
は
、

５
％
に
対
す
る
法
人
税
等
（
上
記
の

例
示
を
５
％
の
源
泉
税
と
置
き
換
え

る
と
、益
金
不
算
入
額
９５
、損
金
不
算

入
額
５
と
な
り
結
果
と
し
て
５
が
法

人
税
等
の
課
税
対
象
と
な
る
。）
と

源
泉
税
５
％
を
負
担
す
る
だ
け
と
な

り
、
租
税
条
約
の
有
無
に
よ
っ
て
投

資
家
の
収
入
金
額
に
開
き
が
生
ず
る
。

④

台
湾
政
府
が
産
業
政
策
上
重
要

と
判
断
し
た
特
定
産
業
に
投
資
し
て

い
る
株
主
に
投
資
額
の
一
定
割
合
の

税
額
控
除
権
を
賦
与
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
日
本
本
社
と
台
湾
現
地

法
人
がjoin

t
ven
ture

の
形
態
で

投
資
す
る
と
き
、
台
湾
現
地
法
人
の

み
な
ら
ず
、
日
本
本
社
も
そ
の
適
用

の
あ
る
こ
と
を
、
確
約
し
て
お
か
れ

た
い
。

⑤

居
住
者
・
非
居
住
者
の
判
定
基

準
、
並
び
に
、
恒
久
的
施
設
（per

m
an
en
t
establishm

en
t

、PE

）、

固
定
的
施
設
（F

ixed
place

of

busin
ess

、F
P

）、駐
在
員
事
務
所

（
母
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
職
員
（
従

業
員
）
が
進
出
先
国
に
事
務
所
を
設

け
、
そ
こ
を
拠
点
に
し
て
情
報
の
収

集
や
広
報
活
動
を
行
う
場
合
に
利
用

さ
れ
る
形
態
、
事
業
活
動
は
行
わ
な

い
と
い
う
こ
と
が
前
提
、represe

n
tative

office

）
お
よ
び
住
所

（
法
人
及
び
個
人
に
つ
い
て
）
の
概

念
を
明
確
に
し
て
お
か
れ
た
い
。

台
湾
で
事
業
活
動
、
製
造
委
託
を

実
施
し
た
い
場
合
、
現
地
法
人
が
な

け
れ
ば
取
決
め
が
困
難
で
あ
る
と
こ

ろ
、
日
台
租
税
協
定
が
Ｐ
Ｅ
等
の
規

定
を
明
記
す
れ
ば
、
日
本
側
の
企
業

は
リ
ス
ク
を
お
そ
れ
る
こ
と
な
く
営

業
活
動
を
行
い
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ⅲ
�
結

語

本
提
言
は
、
日
本
国
、
中
国
、
台

湾
と
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
に
お
け

る
、
人
、
物
、
資
本
が
自
由
に
流
通

す
る
市
場
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
。
す
で
に
、
日
本
中
国
間

で
は
日
中
投
資
保
護
協
定
も
租
税
協

定
も
締
結
さ
れ
て
い
る
。
中
国
台
湾

間
で
も
こ
れ
に
類
似
し
て
い
る
。
日

本
と
台
湾
間
で
の
貿
易
・
関
税
障
壁

は
「
日
台
民
間
投
資
取
決
め
」
に
よ

り
従
来
に
比
べ
格
段
に
低
く
な
っ
て

い
る
。
残
っ
て
い
る
障
壁
は
、
日
本

台
湾
間
の
租
税
問
題
で
あ
る
。
日
台

租
税
協
定
が
締
結
さ
れ
れ
ば
、
日
本

国
、
中
国
、
台
湾
と
の
ト
ラ
イ
ア
ン

グ
ル
に
お
け
る
相
互
投
資
の
拡
大
、

投
資
収
益
の
還
流
と
再
投
資
、
お
よ

び
国
内
産
業
の
復
活
は
見
通
し
良
く

な
る
と
思
料
さ
れ
る
。
日
本
中
国
間

の
隘
路
は
台
湾
バ
イ
パ
ス
を
通
し
て

自
由
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

日
本
台
湾
租
税
協
定
の
締
結
は
、機
が
熟
す

木村弘之亮
【小石川】
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